
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
フィルタとなる不織布（７）を折り返してその開放端部（７ｂ）を上下のケース（２）（
４）間にカシメ固定するオイルストレーナ（１）の製造方法において、
前記不織布（７）の開放端部（７ｂ）にカシメが正常に行なわれたときに前記ケース（２
）（４）の外に所定量はみ出すはみ出し突起（１０）を設け、カシメ後に前記はみ出し突
起（１０）が前記ケース（２）（４）の外に所定量はみ出しているか否かにより前記開放
端部（７ｂ）が正常にカシメ固定されたか否かを判定することを特徴とするオイルストレ
ーナの製造方法。
【請求項２】
請求項１のオイルストレーナの製造方法において、
はみ出し突起（１０）が括れ部（１０ａ）を備えた耳状突起であり、前記括れ部（１０ａ
）はカシメが正常に行なわれたときに前記ケース（２）（４）の外にはみ出す長さ寸法（
Ｌ）を備えており、カシメ後に前記括れ部（１０ａ）が前記ケース（２）（４）の外には
み出しているか否かにより前記開放端部（７ｂ）が正常にカシメ固定されたか否かを判定
することを特徴とするオイルストレーナの製造方法。
【請求項３】
請求項１または２のオイルストレーナの製造方法において、
はみ出し突起（１０）を治具（１１）（１２）等で掴んで正常な位置に固定した状態でカ
シメ工程を行なうことを特徴とするオイルストレーナの製造方法。

10

20

JP 3734026 B2 2006.1.11



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、自動車の自動変速機（ＡＴ）におけるオイル循環系等に用いられるオイルスト
レーナの製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、図１１に示すオイルストレーナ１が知られており、以下のように構成されてい
る。
【０００３】
すなわち先ず、オイル流入口３を備えた下ケース２と、オイル流出口５を備えた上ケース
４とが互いに溶着されており、両ケース２，４に囲まれた空間６内にフィルタとして機能
する不織布７が配置されて、ケース２，４の内部を流入口３から流出口５へと流れるオイ
ルに含まれるスケール等の不純物を濾過するようになっている。
【０００４】
このオイルストレーナ１は、図１２に示すように、シート状の不織布７を折り返してその
折り返し端部７ａとは反対側の開放端部７ｂを側辺とともに両ケース２，４の溶着時に両
ケース２，４間にカシメ固定することによって製造されるものであるが、この従来の製造
方法には、以下のような不都合がある。
【０００５】
すなわち、上記不織布７の開放端部７ｂを両ケース２，４間にカシメ固定すると図１３（
Ａ）のようになるべきところ、同図（Ｂ）に示すように不織布７の一片７ｃが起き上がっ
た状態でカシメ工程が行なわれることがあり、この場合、この一片７ｃがケース４の内側
に入り込んで不織布７が一部カシメ固定されないことになるために、フィルタとしての濾
過機能に支障を来たすことがある。
【０００６】
また、このようなカシメ不良が発生しても、その発生はこれをケース２，４の外側から確
認することができない。したがって、製造後の検査方法を特別に検討する必要があり、特
別な検査工程が入るとその分、オイルストレーナの製造に手間と時間がかかることになる
。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は以上の点に鑑みて、不織布の開放端部が上下のケース間に正常にカシメ固定され
たか否かをケースの外部から確認することができる手段を備えたオイルストレーナの製造
方法を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明の請求項１による製造方法は、フィルタとなる不織布を
折り返してその開放端部を上下のケース間にカシメ固定するオイルストレーナの製造方法
において、前記不織布の開放端部にカシメが正常に行なわれたときに前記ケースの外に所
定量はみ出すはみ出し突起を設け、カシメ後に前記はみ出し突起が前記ケースの外に所定
量はみ出しているか否かにより前記開放端部が正常にカシメ固定されたか否かを判定する
ことを特徴とするものである。
【０００９】
また、本発明の請求項２による製造方法は、上記した請求項１のオイルストレーナの製造
方法において、はみ出し突起が括れ（くびれ）部を備えた耳状突起であり、前記括れ部は
カシメが正常に行なわれたときに前記ケースの外にはみ出す長さ寸法を備えており、カシ
メ後に前記括れ部が前記ケースの外にはみ出しているか否かにより前記開放端部が正常に
カシメ固定されたか否かを判定することを特徴とするものである。
【００１０】
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また、本発明の請求項３による製造方法は、上記した請求項１または２のオイルストレー
ナの製造方法において、はみ出し突起を治具等で掴んで正常な位置に固定した状態でカシ
メ工程を行なうことを特徴とするものである。
【００１１】
上記構成を備えた本発明の請求項１による製造方法においては、カシメ後にはみ出し突起
のはみ出し量を測定して、はみ出し突起がケースの外に所定量はみ出している場合には、
これによりカシメが正常に行なわれたことを確認することができ、また、はみ出し量が足
りない場合には、この分余計に不織布の開放端部がケースの内側に入り込んでいることに
なるために、カシメ不良が発生していることを知ることができる。
【００１２】
また、上記構成を備えた本発明の請求項２による製造方法においては、カシメ後にはみ出
し突起の括れ部がケースの外にはみ出している場合には、これによりカシメが正常に行な
われたことを確認することができ、また、括れ部がはみ出していない場合には、この分余
計に不織布の開放端部がケースの内側に入り込んでいることになるために、カシメ不良が
発生していることを知ることができる。このように、はみ出し突起が括れ部を備えた耳状
突起であると、括れ部がはみ出しているか否かを見るだけでカシメの良否を判定すること
ができるために、はみ出し量を測定しなくても一目で判定作業を行なうことができる。
【００１３】
また、上記構成を備えた本発明の請求項３による製造方法のように、はみ出し突起を治具
等で掴んで正常な位置に固定した状態でカシメ工程を行なうと、不織布の開放端部がケー
スの内側に余分に入り込んだり、その一片が起き上がったりした状態でカシメ工程が行な
われるを未然に防止することができる。
【００１４】
尚、本件提案には、以下の技術的事項が含まれる。
【００１５】
すなわち、上記目的を達成するため、本件出願が提案する一のオイルストレーナは、耳付
き不織布を使用したストレーナであり、また、不織布をフィルタとした樹脂製オイルスト
レーナにおいて、不織布の折り返し位置に対し平行な１辺（ケースとのカシメ時に上にな
る方）にくびれを持った耳状の突起を有する不織布を使い、オイルストレーナ組立体とし
たときに耳状の突起がストレーナ本体から出るようにしたことを特徴としたオイルストレ
ーナである。耳状突起は、カシメ不足を確認することができればどのような形状でも良い
が、くびれを備えたものが望ましい。
【００１６】
上記オイルストレーナの実施形態は以下のとおりである。
【００１７】
フィルタとする不織布の１辺に耳状突起を設ける。耳状突起には、くびれを設ける。スト
レーナ本体から出るくびれを不織布ずれの許容量と同じくなるようにくびれの長さを設定
するのが望ましい。耳状突起は、不織布折り返しに平行などちらか１辺に設ける。耳状突
起を設ける辺は、ケースと不織布をカシメる際に上側となるように設定する。耳状突起お
よびくびれの大きさは、形状が視認できる程度（指でつまみ易い）の大きさにする。
【００１８】
上記オイルストレーナによれば、以下の作用効果を奏することが可能となる。
【００１９】
▲１▼　不織布カシメの際に不織布がずれてしまってカシメ不足となっても、ストレーナ
の外に出る耳状突起のくびれが隠れてしまうことで、カシメ不足を容易に識別できる（不
織布カシメ不具合品の選別時間短縮）。
▲２▼　不織布カシメの際に耳状突起を治具等で挟み、固定することで、不織布の起き上
がりを防止し、カシメ不足（カシメ部外れ）等の不具合発生を防止できる（不織布カシメ
不足等の不具合防止（品質向上））。
▲３▼　耳状突起は、カシメ後に刃物で容易に切除することができ、外観的には一般普及
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品と同じになり、ＡＴ内に新たにコンタミを発生させることがない。
【００２０】
また、本願の請求項１および２に係る発明はこれをカシメ良否の判定方法として捉えるこ
ともでき、この場合はその構成が以下のようになる。
【００２１】
▲１▼　フィルタとなる不織布を折り返してその開放端部を上下のケース間にカシメ固定
するオイルストレーナにおけるカシメ良否の判定方法であって、前記不織布の開放端部に
カシメが正常に行なわれたときに前記ケースの外に所定量はみ出すはみ出し突起を設け、
カシメ後に前記はみ出し突起が前記ケースの外に所定量はみ出しているか否かにより前記
開放端部が正常にカシメ固定されたか否かを判定することを特徴とするカシメ良否の判定
方法。
▲２▼　上記▲１▼項のカシメ良否の判定方法において、はみ出し突起が括れ部を備えた
耳状突起であり、前記括れ部はカシメが正常に行なわれたときに前記ケースの外にはみ出
す長さ寸法を備えており、カシメ後に前記括れ部が前記ケースの外にはみ出しているか否
かにより前記開放端部が正常にカシメ固定されたか否かを判定することを特徴とするカシ
メ良否の判定方法。
【００２２】
【発明の実施の形態】
つぎに本発明の実施例を図面にしたがって説明する。
【００２３】
図１は、本発明の実施例に係る製造方法によって製造されるオイルストレーナの平面を示
しており、そのＡ－Ｂ－Ｃ－Ｄ線断面図が図２に示されている。また図３（Ａ）は図２の
要部拡大図であり、同図（Ｂ）は図１におけるＥ－Ｅ線拡大断面図である。
【００２４】
当該オイルストレーナ１は、以下のように構成されている。
【００２５】
すなわち先ず、図２に示すように、オイル流入口３を備えた樹脂製の下ケース２と、オイ
ル流出口５を備えた同じく樹脂製の上ケース４とが互いに溶着されており、両ケース２，
４に囲まれた空間６内にフィルタとして濾過機能を発揮する不織布７が配置されて、ケー
ス２，４の内部を流入口３から流出口５へと流れるオイルに含まれるスケール等の不純物
を濾過するようになっている。ケース２，４の内面にはそれぞれ、二つ折りにされた状態
で空間６内に収容される不織布７を保持するためのリブ８、９が設けられている。また、
平面四角形状を呈するケース２，４の一辺には、不織布７の一辺に設けられたカシメ良否
判定用のはみ出し突起１０がケース２、４の外側にはみ出しており、判定後にこのはみ出
し突起１０を切除することにより製品として仕上げられる。
【００２６】
このオイルストレーナ１は、図４に示すように、シート状の不織布７を二つ折りにしてそ
の折り返し端部７ａとは反対側の開放端部７ｂを側辺とともに両ケース２，４の溶着時に
両ケース２，４間にカシメ固定することによって製造されるが、この製造方法に関して以
下の特徴を有している。
【００２７】
すなわち、不織布７の一辺に予め上記はみ出し突起１０を一体に設け、このはみ出し突起
１０を一体に設けた不織布７を二つ折りにしてその折り返し端部７ａとは反対側の開放端
部７ｂを側辺とともに両ケース２，４の溶着時に両ケース２，４間にカシメ固定する。
【００２８】
図５に示すように、はみ出し突起１０は、平面四角形状を呈する不織布７の一辺の略中央
に舌片状のものとして一体成形されており、更に詳しくは、不織布７に連なる比較的幅狭
の括れ部１０ａと、この括れ部１０ａに連なる比較的幅広の頭部１０ｂとを一体に備えた
耳状のものとして不織布７の平面上に一体成形されている。比較的幅狭の括れ部１０ａは
、カシメが正常に行なわれたときにこの括れ部１０ａがケース２，４の外にはみ出してこ
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の括れ部１０ａを外部から視認することができるようその長さ寸法Ｌを設定されている。
また、この括れ部１０は二つ折りにする不織布７における上側の一片７ｃの開放端部７ｂ
に一体成形されている。これは、カシメに際して上側の一片７ｃが位置ずれを起こし易く
カシメ不良を発生させ易いからである。これに対して、下側の一片７ｄは流入口３の開口
周縁に係合する部分を有していてカシメに先立って下ケース２に固定されるため、位置ず
れを起こしにくい。よって下側の一片７ｄにはみ出し突起１０は不要である。
【００２９】
上記はみ出し突起１０を設けた不織布７を二つ折りにしてその開放端部７ｂを両ケース２
，４間にカシメ固定すると、図１ないし図３に示したように、はみ出し突起１０がケース
２，４の外にはみ出すことになる。はみ出し突起１０はケース２，４の溶着部１１に圧縮
される部分が薄膜状に変形するが、圧縮により切断されることはない。
【００３０】
そして、このはみ出し状態において、上記の寸法設定により、はみ出し突起１０の括れ部
１０ａが頭部１０ｂとともにケース２，４の外にはみ出してこれを視認することができる
ときには、これによりカシメ工程が正常に行なわれたことを確認することができる。また
、図６（Ａ）および（Ｂ）に示すように、括れ部１０ａがケース２，４の外にはみ出して
おらず、よってこれを視認することができないときには、この分余計に不織布７の一片７
ｃがケース２，４の内側に入り込んでいることになるために、ケース２，４の内部で、例
えば図１３（Ｂ）に示したようなカシメ不良が発生していることを知ることができる。し
たがって、このようにカシメ後にはみ出し突起１０のはみ出し状態を確認することにより
、不織布７の開放端部７ｂが上下のケース２，４間に正常にカシメ固定されたか否かをケ
ース２，４の外部から判定することができる。
【００３１】
また、はみ出し突起１０が括れ部１０ａおよび頭部１０ｂを備えた耳状突起として形成さ
れるとともに、このはみ出し突起１０の括れ部１０ａがカシメが正常に行なわれたときに
ケース２，４の外にはみ出してこれを外部から視認することができるようその長さ寸法Ｌ
を設定されているために、当該方法によれば、カシメ良否の判定作業を括れ部１０ａがケ
ース２，４の外にはみ出しているか否かを見るだけという単純な目視作業によって行なう
ことができる。したがって、はみ出し突起１０のはみ出し量をいちいち測定する必要がな
いために、判定作業を極めて単純で容易なものとすることができる。比較的幅狭の括れ部
１０ａの外側に比較的幅広の頭部１０ｂを一体成形した耳状のはみ出し突起１０は、頭部
１０ｂが幅広であるために、突起１０を掴み易く、利用後に切除し易い。
【００３２】
また、図７（Ａ）および（Ｂ）に示すように、上記はみ出し突起１７を利用して、このは
み出し突起１０を治具１２，１３で掴んで正常な位置に固定した状態でカシメを行なうよ
うにすると、不織布７の一片７ｃがケース２，４の内側に余分に入り込んだり、一片７ｃ
が起き上がったりした状態でカシメが行なわれるのを未然に防止することができる。した
がってこの場合には、カシメを正確に行なうことができ、不織布７の開放端部７ｂを上下
のケース２，４間に確実にカシメ固定することができる。
【００３３】
上記はみ出し突起１０の形状はカシメ良否の判定を行なうことができるものであればどの
ような形状でも良いが、上記したように判定作業の容易性を確保するには、括れ部１０ａ
を備えた耳状のものであることが望ましい。この耳状のはみ出し突起１０としては、上記
図５に示したものの外、図８ないし図１０に示す例を挙げることができる。
【００３４】
すなわち、上記図５の例では頭部１０ｂの平面形状が四角形とされているが、図８の例で
は頭部１０ｂの平面形状が半円形とされている。また、上記図５の例では括れ部１０ａの
幅が全長に亙って一定とされているが、図９の例では括れ部１０ａの幅が不織布７から頭
部１０ｂへかけて漸次拡がる形状とされている。また、図１０の例では頭部１０ｂの平面
形状が半円形とされ、かつ括れ部１０ａの幅が不織布７から頭部１０ｂへかけて漸次拡が
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る形状とされている。
【００３５】
【発明の効果】
本発明は、以下の効果を奏する。
【００３６】
すなわち先ず、上記構成を備えた本発明の請求項１によるオイルストレーナの製造方法に
おいては、カシメ後にはみ出し突起のはみ出し量を測定して、はみ出し突起がケースの外
に所定量はみ出している場合には、これによりカシメが正常に行なわれたことを確認する
ことができ、また、はみ出し量が足りない場合にはこの分余計に不織布の開放端部がケー
スの内側に入り込んでいることになるために、カシメ不良が発生していることを知ること
ができる。したがって、このようにカシメ後にはみ出し突起のはみ出し状態を確認するこ
とによって不織布の開放端部が上下のケース間に正常にカシメ固定されたか否かをケース
の外部から容易に判定することができる。
【００３７】
また、上記構成を備えた本発明の請求項２によるオイルストレーナの製造方法においては
、カシメ後にはみ出し突起の括れ部がケースの外にはみ出している場合には、これにより
カシメが正常に行なわれたことを確認することができ、また括れ部がはみ出していない場
合には、この分余計に不織布の開放端部がケースの内側に入り込んでいることになるため
に、カシメ不良が発生していることを知ることができる。したがって、このようにカシメ
後にはみ出し突起のはみ出し状態を確認することによって不織布の開放端部が上下のケー
ス間に正常にカシメ固定されたか否かをケースの外部から容易に判定することができる。
【００３８】
また、はみ出し突起が括れ部を備えた耳状突起とされ、括れ部がカシメが正常に行なわれ
たときにケースの外にはみ出す長さ寸法を備えているために、判定作業を括れ部がケース
の外にはみ出しているか否かを見るだけという単純な目視作業によって行なうことができ
る。したがって、はみ出し突起のはみ出し量をいちいち測定する必要がないために、判定
作業を極めて単純で容易なものとすることができる。
【００３９】
また、上記構成を備えた本発明の請求項３によるオイルストレーナの製造方法においては
、はみ出し突起を治具等で掴んで正常な位置に固定した状態でカシメ工程を行なうために
、不織布の開放端部がケースの内側に余分に入り込んだり、その一片が起き上がったりし
た状態でカシメ工程が行なわれるを未然に防止することができる。したがって、カシメ工
程を正確に行なうことができ、不織布の開放端部を上下のケース間に確実にカシメ固定す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例に係る製造方法によって製造されるオイルストレーナの平面図
【図２】図１におけるＡ－Ｂ－Ｃ－Ｄ線断面図
【図３】（Ａ）は図２の要部拡大図、（Ｂ）は図１におけるＥ－Ｅ線拡大断面図
【図４】同オイルストレーナの製造過程を示す断面図
【図５】同オイルストレーナに用いる不織布の展開状態を示す要部平面図
【図６】（Ａ）は不織布カシメ部に不具合が発生した状態を示す断面図、（Ｂ）は同平面
図
【図７】（Ａ）は同オイルストレーナの製造過程を示す断面図、（Ｂ）はカシメ完了状態
を示す断面図
【図８】はみ出し突起の他の例を示す不織布の要部平面図
【図９】はみ出し突起の他の例を示す不織布の要部平面図
【図１０】はみ出し突起の他の例を示す不織布の要部平面図
【図１１】従来例に係るオイルストレーナの断面図
【図１２】同オイルストレーナの製造過程を示す断面図
【図１３】（Ａ）は図１１の要部拡大図、（Ｂ）は不織布カシメ部に不具合が発生した状
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態を示す断面図
【符号の説明】
１　オイルストレーナ
２　下ケース
３　オイル流入口
４　上ケース
５　オイル流出口
６　空間
７　不織布
７ａ　折り返し端部
７ｂ　開放端部
７ｃ　上側一片
７ｄ　下側一片
８，９　リブ
１０　はみ出し突起
１０ａ　括れ部
１０ｂ　頭部
１１　溶着部
１２，１３　挟み治具
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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